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一　

元
号
（
年
号
）
制
度
の
来
歴

平
成
三
十
一
年
（
二
〇
一
九
）
四
月
一
日
、
新
元
号
「
令
和
」
が
発
表

さ
れ
た
。
そ
し
て
政
令
と
し
て
公
布
す
る
た
め
の
今
上
陛
下
（
現
・
上
皇

陛
下
）
の
御
名
御
璽
（
署
名
・
押
印
）
を
い
た
だ
き
、
五
月
一
日
、
新
天

皇
が
即
位
さ
れ
る
日
の
零
時
か
ら
施
行
さ
れ
た
。

「
元
号
」（
明
治
以
前
は
「
年
号
」）
は
、
中
国
で
紀
元
前
、
前
漢
の
武

帝
の
時
代
に
は
じ
ま
っ
た
紀
年
法
（
時
間
を
記
録
・
表
示
す
る
方
法
）

で
、
東
ア
ジ
ア
各
地
に
広
が
っ
た
が
、
現
在
用
い
ら
れ
て
い
る
の
は
日
本

の
み
で
あ
る）

1
（

。

日
本
で
は
七
世
紀
、
中
大
兄
皇
子
・
中
臣
鎌
足
が
蘇
我
本
宗
家
を
打
倒

し
た
「
乙
巳
の
変
」（
六
四
五
）
の
直
後
、
孝
徳
天
皇
の
即
位
と
共
に

「
大
化
」
と
い
う
年
号
を
用
い
た
の
が
始
ま
り
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、「
大

化
」
年
号
は
、
そ
の
後
の
「
白
雉
」「
朱
鳥
」
と
同
じ
く
、
そ
の
使
用
は

断
続
的
で
あ
り
、
ま
た
畿
内
を
中
心
に
ご
く
一
部
で
用
い
ら
れ
る
に
留
ま

っ
て
い
た
。

年
号
が
全
国
で
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
「
大
宝
」
年
号
（
七

〇
一
）
か
ら
で
、
同
年
に
成
立
し
た
「
大
宝
律
令
」
の
「
儀
制
令
」
に

「
凡
そ
公
文
に
年
を
記
す
べ
く
ん
ば
、
皆
年
号
を
用
ゐ
よ
」
と
規
定
さ
れ

て
い
た
こ
と
に
よ
る
も
の
と
推
測
さ
れ
る
（『
令
義
解
』
に
引
用
さ
れ
る

元
号
制
度
の
来
歴
と
新
元
号
「
令
和
」
の
意
義

久 

禮　

旦 

雄

目　

次

一　

元
号
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年
号
）
制
度
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来
歴

二　

新
元
号
「
令
和
」
の
出
典
│
予
想
外
の
出
典
に
驚
き
│

三　
「
令
」
の
意
味
を
め
ぐ
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て

四　

東
ア
ジ
ア
の
『
万
葉
集
』

五　

未
採
用
年
号
案
と
の
比
較
か
ら
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養
老
令
か
ら
の
推
定
）。
以
後
「
令
和
」
ま
で
二
四
八
の
年
号
が
切
れ
目

な
く
用
い
ら
れ
て
い
る）

2
（

。

そ
の
後
、
天
皇
の
即
位
（
代
始
）
の
ほ
か
、
白
い
雉
や
美
し
い
雲
な

ど
、
め
で
た
い
し
る
し
の
出
現
（
祥
瑞
）
や
、
災
害
や
怪
異
（
災
異
）、

暦
の
上
の
タ
ブ
ー
（
革
年
）
を
理
由
と
し
て
年
号
を
改
め
（
改
元
）
ら
れ

た
。
そ
の
た
び
ご
と
に
天
皇
の
も
と
で
貴
族
た
ち
が
会
議
を
開
催
し
（
年

号
定
）、
さ
ま
ざ
ま
な
先
例
や
漢
字
に
つ
い
て
の
知
識
を
も
と
に
議
論
を

行
な
っ
た
。
少
し
で
も
問
題
の
な
い
、
よ
い
年
号
を
決
め
よ
う
と
す
る
気

持
ち
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

江
戸
時
代
に
な
る
と
、
災
異
や
革
年
を
理
由
と
し
た
た
び
た
び
の
改
元

に
批
判
的
な
意
見
を
唱
え
る
学
者
も
出
て
き
た
。
代
表
的
な
も
の
と
し

て
、
大
坂
の
懐
徳
堂
の
中
井
竹
山
や
、
水
戸
彰
考
館
の
藤
田
幽
谷
な
ど
が

い
る
。
そ
し
て
、
幕
末
か
ら
明
治
に
か
け
て
活
躍
し
た
岩
倉
具
視
は
、
元

号
を
天
皇
一
代
に
つ
き
一
つ
と
し
、
改
元
の
た
び
の
会
議
を
行
わ
な
い
よ

う
に
し
た
い
と
い
う
意
見
書
を
朝
廷
に
提
出
し
て
い
る
。

「
明
治
」
改
元
（
一
八
六
八
）
の
際
に
は
、
明
治
天
皇
ご
自
身
が
皇
室

の
祖
で
あ
る
天
照
大
神
を
祭
る
内
侍
所
（
現
在
の
賢
所
）
で
籤
を
引
き
、

三
案
の
中
か
ら
「
明
治
」
元
号
を
決
定
し
た
。
そ
の
後
出
さ
れ
た
行
政
官

布
告
に
は
、
今
後
は
「
一
世
一
元
」
と
す
る
こ
と
を
「
永
式
」
と
す
る
こ

と
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。

伊
藤
博
文
ら
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
明
治
の
『
皇
室
典
範
』
に
も
こ
の
一

世
一
元
制
が
規
定
さ
れ
、
さ
ら
に
具
体
的
な
規
定
が
盛
り
込
ま
れ
た
「
登

極
令
」
に
は
、
先
帝
の
崩
御
を
受
け
て
新
天
皇
が
即
位
す
る
と
直
ち
に
元

号
を
改
め
る
こ
と
、
元
号
案
は
天
皇
の
諮
問
機
関
で
あ
る
枢
密
院
で
審
議

す
る
こ
と
な
ど
が
定
め
ら
れ
た
。「
大
正
」「
昭
和
」
の
元
号
は
こ
れ
ら
の

規
定
に
基
づ
き
決
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

「
大
正
」
改
元
（
一
九
一
二
）
は
明
治
天
皇
の
崩
御
を
受
け
て
行
わ
れ

た
が
、
崩
御
の
二
日
前
か
ら
、
総
理
大
臣
西
園
寺
公
望
が
ひ
そ
か
に
準
備

を
進
め
て
い
た
。
そ
の
結
果
、
速
や
か
に
改
元
が
行
わ
れ
た
が
、
こ
れ
に

つ
い
て
、
当
時
、
宮
内
省
図
書
頭
だ
っ
た
森
鷗
外
は
、「
大
正
」
は
ベ
ト

ナ
ム
の
王
朝
（
莫
朝
）
の
元
号
に
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、「
不
調
べ
の
至

り
」
で
あ
る
と
批
判
し
て
い
る
。
森
は
そ
の
後
、
自
ら
元
号
の
研
究
を
進

め
る
と
と
も
に
、
奈
良
高
等
女
子
専
門
学
校
の
教
員
で
あ
っ
た
吉
田
増
蔵

（
学
軒
）
を
宮
内
省
に
引
き
抜
き
、
自
ら
の
研
究
成
果
で
あ
る
『
元
號
考
』

の
補
訂
を
託
し
て
い
る）

3
（

。
そ
の
吉
田
増
蔵
が
、「
昭
和
」
改
元
（
一
九
二

六
）
の
際
の
元
号
案
を
作
成
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

敗
戦
後
、
G 

H 

Q
の
占
領
下
に
、
明
治
の
『
皇
室
典
範
』
は
廃
止
さ

れ
、
戦
後
の
『
皇
室
典
範
』
に
は
、
元
号
に
関
す
る
規
定
は
含
ま
れ
な
か

っ
た
。
そ
の
た
め
、
政
府
は
「
元
号
法
案
」
を
作
成
し
た
が
、
G 

H 

Q
の

反
対
に
よ
り
、
闇
に
葬
ら
れ
た
。
そ
の
後
、「
昭
和
」
元
号
は
、
明
治
の

『
皇
室
典
範
』
の
前
提
と
な
る
「
行
政
官
布
告
」
に
そ
の
法
的
根
拠
が
求

め
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

そ
の
後
、
関
係
各
位
の
努
力
に
よ
り
、
昭
和
五
十
四
年
（
一
九
七
九
）

は
「
元
号
法
」
が
成
立
す
る
。
そ
こ
で
は
元
号
は
政
令
で
定
め
ら
れ
、
皇
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位
継
承
が
あ
っ
た
時
に
改
元
が
行
わ
れ
る
こ
と
が
規
定
さ
れ
た
。「
平
成
」

改
元
（
一
九
八
九
）
は
こ
れ
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
平
成
二
十
八
年
（
二
〇
一
六
）
の
天
皇
陛
下
の
「
お
言
葉
」

を
受
け
た
国
民
の
意
思
に
よ
り
成
立
し
た
、
皇
室
典
範
特
例
法
に
よ
り
、

平
成
三
十
一
年
（
二
〇
一
九
）、
近
代
以
降
初
め
て
の
譲
位
（
退
位
）
が

行
わ
れ
た
。
天
皇
が
健
康
な
う
ち
の
皇
位
継
承
と
い
う
初
め
て
の
事
態

は
、
結
果
的
に
新
元
号
の
発
表
か
ら
改
元
、
そ
し
て
退
位
・
践
祚
の
儀
式

を
国
民
的
イ
ベ
ン
ト
と
し
て
、
奉
祝
の
雰
囲
気
の
中
で
行
う
こ
と
を
可
能

と
し
た
の
で
あ
る
。

二　

新
元
号
「
令
和
」
の
出
典
│
予
想
外
の
出
典
に
驚
き
│

「
令
和
」
元
号
の
出
典
に
つ
い
て
、
既
に
菅
内
閣
官
房
長
官
・
安
倍
総

理
大
臣
の
会
見
に
お
い
て
述
べ
ら
れ
、
そ
の
後
も
多
く
の
報
道
が
あ
り
、

選
考
過
程
や
未
採
用
年
号
な
ど
も
明
ら
か
に
な
っ
て
き
て
い
る）

4
（

。
そ
れ
ら

も
踏
ま
え
て
、
こ
こ
で
新
元
号
「
令
和
」
年
号
の
来
歴
と
意
義
に
つ
い
て

述
べ
て
お
こ
う
。

四
月
一
日
、
私
（
久
禮
）
は
日
本
テ
レ
ビ
の
報
道
特
別
番
組
に
、
皇
室

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
と
し
て
知
ら
れ
る
久
能
靖
氏
と
と
も
に
参
加
し
、「
平

成
」
改
元
の
時
の
裏
話
を
久
能
氏
か
ら
う
か
が
っ
た
り
、
過
去
の
元
号
に

つ
い
て
司
会
者
の
質
問
に
答
え
た
り
し
な
が
ら
、
元
号
の
発
表
を
待
っ
て

い
た
。

当
初
、
有
識
者
懇
談
会
が
予
想
よ
り
早
く
終
了
し
た
た
め
、
時
間
を
繰

り
上
げ
て
の
発
表
に
な
る
か
と
思
わ
れ
た
。
し
か
し
、
閣
議
が
長
引
き
、

更
に
そ
の
結
果
を
天
皇
陛
下
・
皇
太
子
殿
下
に
報
告
す
る
必
要
が
あ
っ
た

た
め
、
結
果
的
に
予
定
よ
り
少
し
遅
れ
て
菅
官
房
長
官
の
記
者
会
見
が
行

わ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
の
後
、
政
令
案
に
天
皇
の
署
名
を
い
た
だ
い

て
い
る）

5
（

。

そ
こ
で
、
新
元
号
は
「
令
和
」、
そ
の
出
典
は
『
万
葉
集
』
と
の
発
表

が
あ
り
、
正
直
少
し
驚
い
た
。
元
号
は
「
平
成
」
ま
で
出
典
は
漢
籍
で
あ

っ
た
。
し
か
し
、
今
回
に
関
し
て
は
国
書
（
日
本
古
典
）
か
ら
採
用
す
る

と
い
う
報
道
も
あ
り
、
そ
の
可
能
性
は
高
い
と
考
え
て
き
た
。

こ
れ
を
、
安
倍
総
理
の
個
人
的
判
断
の
よ
う
に
み
る
報
道
も
あ
っ
た

が
、
そ
れ
は
少
し
違
う
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
既
に
、
所
功
京
都
産
業
大
学

名
誉
教
授
・
モ
ラ
ロ
ジ
ー
研
究
所
教
授
が
紹
介
し
て
い
る
と
お
り
、
す
で

に
昭
和
五
十
二
年
の
「
元
号
法
」
制
定
の
際
、
衆
議
院
で
参
考
人
と
し
て

意
見
を
述
べ
、
そ
の
後
、
元
号
案
の
作
成
も
委
嘱
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い

と
さ
れ
る
、
坂
本
太
郎
東
京
大
学
名
誉
教
授
が
、
日
本
古
代
史
・『
日
本

書
紀
』
の
研
究
者
と
し
て
、
次
の
元
号
案
は
日
本
の
古
典
か
ら
と
っ
て
も

い
い
の
で
は
な
い
か
、
と
発
言
し
て
い
る
。
そ
れ
を
、
坂
本
氏
が
中
心
と

な
っ
た
日
本
書
紀
研
究
会
で
聞
い
た
日
本
漢
文
学
研
究
者
の
小
島
憲
之
大

阪
市
立
大
学
名
誉
教
授
（
当
時
は
教
授
）
が
、『
日
本
書
紀
』
に
あ
る
聖

徳
太
子
の
十
七
条
憲
法
、
あ
る
い
は
嵯
峨
天
皇
の
漢
詩
か
ら
と
っ
て
も
よ

い
の
で
は
な
い
か
と
述
べ
て
い
る）

6
（

。
残
念
な
が
ら
坂
本
氏
は
「
平
成
」
改
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元
前
に
死
去
さ
れ
た
た
め
、
そ
の
元
号
案
が
検
討
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ

た
よ
う
だ
が
、
幻
の
坂
本
案
が
国
書
か
ら
採
ら
れ
て
い
た
可
能
性
は
高
い

と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
平
成
改
元
の
際
に
も
、
市
古
貞
次
国
文
学
研
究
資

料
館
初
代
館
長
が
元
号
案
の
作
成
を
委
嘱
さ
れ
た
と
い
わ
れ
て
お
り
、
国

書
か
ら
採
用
し
よ
う
と
い
う
動
き
は
か
な
り
以
前
か
ら
存
在
し
て
い
た）

7
（

。

ま
た
、
昭
和
四
十
四
年
（
一
九
六
九
）
に
お
生
ま
れ
に
な
っ
た
紀
宮
清

子
内
親
王
（
現
・
黒
田
清
子
さ
ま
）
の
称
号
と
お
名
前
、
そ
の
読
み
方

（
さ
や
こ
）
は
い
ず
れ
も
『
万
葉
集
』
に
由
来
す
る
も
の
で
、
平
成
十
二

年
（
二
〇
〇
七
）
に
崩
御
さ
れ
た
香
淳
皇
后
の
追
号
も
奈
良
時
代
の
漢
詩

集
で
あ
る
『
懐
風
藻
』
か
ら
と
ら
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
そ
れ
で
も
私
は
、
小
島
氏
の
指
摘
を
ふ
ま
え
、『
日
本
書

紀
』、
あ
る
い
は
嵯
峨
天
皇
の
漢
詩
を
含
む
『
凌
雲
集
』
な
ど
の
平
安
時

代
初
期
の
漢
詩
集
か
ら
と
ら
れ
る
可
能
性
が
高
い
と
考
え
て
き
た
。
一
部

の
報
道
で
名
も
あ
が
っ
て
い
た
『
万
葉
集
』
の
中
に
は
「
序
」
や
「
左

註
」
な
ど
漢
文
も
含
ま
れ
て
い
る
が
、
従
来
の
よ
う
な
国
家
観
や
政
治
的

理
念
を
示
す
言
葉
が
あ
る
と
は
考
え
に
く
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

そ
の
後
、
菅
官
房
長
官
・
安
倍
総
理
か
ら
説
明
が
あ
っ
た
よ
う
に
、
こ

れ
は
『
万
葉
集
』
巻
五
の
「
梅
花
の
歌
三
十
二
首　

并
せ
て
序
」
の
「
時

に
、
初
春
の
令
月
に
し
て
、
気
淑
く
風
和
ぐ
。
梅
は
鏡
前
の
粉
を
披
く
、

蘭
は
珮
後
の
香
を
薫
す
」
を
出
典
と
す
る
も
の
（
官
房
長
官
会
見
）
で
、

「
人
々
が
美
し
く
心
を
寄
せ
合
う
中
で
、
文
化
が
生
ま
れ
育
つ
と
い
う
意

味
が
込
め
ら
れ
て
」
い
る
（
総
理
談
話
）
と
い
う
。

出
典
が
国
書
で
あ
る
こ
と
の
み
が
強
調
さ
れ
が
ち
だ
が
、
後
述
す
る
よ

う
に
、
出
典
・
意
味
と
も
に
、
従
来
の
よ
う
な
政
治
的
理
念
と
は
違
う
、

文
化
的
な
内
容
と
な
っ
て
い
る
こ
と
も
今
ま
で
と
は
異
な
る
点
で
あ
る
。

三　
「
令
」
の
意
味
を
め
ぐ
っ
て

発
表
直
後
、「
令
」
を
含
む
未
採
用
年
号
が
あ
っ
た
こ
と
を
思
い
出
し

た
の
で
、
日
本
テ
レ
ビ
・
N 

H 

K
の
解
説
で
言
及
し
て
お
い
た
が
、
時
間

の
関
係
か
ら
簡
単
な
も
の
だ
っ
た
の
で
、
所
功
及
び
吉
野
健
一
京
都
府
教

育
庁
文
化
財
保
護
課
副
主
査
の
指
摘
を
参
考
に
、
少
し
詳
し
く
述
べ
て
お

こ
う）

8
（

。
か
つ
て
、
幕
末
の
「
文
久
」（
一
八
六
一
）・「
元
治
」（
一
八
六
四
）
の

改
元
の
際
、「
令
徳
」
と
い
う
元
号
案
が
提
出
さ
れ
て
お
り
、「
元
治
」
の

際
に
は
、
ほ
ぼ
採
用
直
前
ま
で
至
っ
て
い
る
。
幕
末
の
こ
の
時
期
は
、
改

元
の
主
導
権
は
朝
廷
に
取
り
戻
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
が
、
し
か
し
「
令
徳
」

に
つ
い
て
は
幕
府
か
ら
「
徳
川
に
命
令
す
る
」
と
い
う
意
味
に
読
め
る
と

い
う
反
対
意
見
が
あ
り
、
最
終
的
に
「
元
治
」
改
元
に
至
っ
て
い
る
。
し

か
し
「
元
治
」
も
、「
元
」
の
よ
う
に
「
治
」
め
る
、
の
意
味
で
あ
る
か

ら
、
朝
廷
中
心
の
政
治
へ
の
回
帰
を
告
げ
る
も
の
で
あ
り
、「
徳
川
に
命

令
す
る
」
と
い
う
意
味
と
そ
れ
ほ
ど
違
い
は
な
い
。
こ
の
時
と
り
ま
と
め

に
動
い
た
の
は
「
賢
侯
」
と
し
て
知
ら
れ
た
越
前
藩
主
・
松
平
慶
永
（
春

嶽
）
で
あ
っ
た
（『
続
再
夢
紀
事
』）。
な
お
、
の
ち
の
「
明
治
」
元
号
を
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明
治
天
皇
が
賢
所
に
お
い
て
、
く
じ
引
き
で
「
聖
択
」
し
て
決
定
し
た
際

に
（『
明
治
天
皇
紀
』）
候
補
案
を
選
ん
だ
の
も
当
時
新
政
府
で
議
定
の
地

位
に
あ
っ
た
松
平
慶
永
で
あ
る
（『
逸
事
史
補
』）。

ま
た
「
令
和
」
発
表
直
後
か
ら
、「
令
」
に
は
「
命
令
」
の
ニ
ュ
ア
ン

ス
が
あ
る
と
さ
れ
、
海
外
メ
デ
ィ
ア
で
も
「order

」
あ
る
い
は

「decree

」
と
訳
し
、
外
務
省
が
「B

eautiful H
arm

ony

＝
美
し
い
調

和
」
だ
と
訂
正
す
る
一
幕
も
あ
っ
た）

9
（

。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
か
つ
て
の

「
令
徳
」
の
例
も
あ
り
、
そ
の
よ
う
に
解
さ
れ
る
の
も
無
理
は
な
い
。
し

か
し
、
出
典
を
見
れ
ば
「
令
月
」（
よ
き
月
）
か
ら
採
っ
て
い
る
の
だ
か

ら
、「
よ
い
」
と
い
う
意
味
（
令
息
・
令
嬢
・
令
名
な
ど
）
に
理
解
す
べ

き
で
あ
る
。
中
国
最
古
の
辞
書
と
さ
れ
る
『
爾
雅
』
に
は
「
令
、
善
也
」

と
あ
る
。

ま
た
、「
令
」
が
日
本
で
は
「
の
り
」
と
読
ま
れ
（
訓
読
さ
れ
）、
為
政

者
か
ら
「
読
み
告
げ
る
」
と
い
う
意
味
を
持
ち
な
が
ら
も
、
道
徳
規
範
と

い
う
意
味
も
含
ん
で
い
た
（
た
と
え
ば
『
論
語
』「
心
の
欲
す
る
所
に
従

へ
ど
も
矩
（
の
り
）
を
踰
へ
ず
」）
こ
と
に
注
意
し
て
お
き
た
い）

10
（

。

国
文
学
者
の
中
西
進
氏
は
、
聖
徳
太
子
の
憲
法
十
七
条
に
つ
い
て
、

「
…
…
「
服
務
規
程
」
が
「
倫
理
規
定
」
と
一
体
と
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ

に
、
十
七
条
憲
法
の
意
味
が
あ
る
の
で
す
。
憲
法
は
日
本
語
の
〝
の
り
〞

に
当
て
た
漢
字
で
し
ょ
う
。
法
と
い
う
以
外
に
も
〝
律
〞〝
則
〞〝
規
〞
と

い
っ
た
人
の
生
き
る
道
の
よ
う
な
幅
広
い
意
味
を
も
っ
て
い
ま
す
。
…
…

争
い
の
連
鎖
を
や
め
る
た
め
の
法
令
、
そ
こ
に
聖
徳
太
子
の
示
し
た

〝
和
〞
の
理
想
が
あ
り
ま
す
。
日
本
国
家
の
中
で
、
こ
の
〝
和
〞
の
理
想

は
ず
っ
と
続
き
、
今
も
続
い
て
い
る
の
で
す
」
と
述
べ
て
い
る）

11
（

。
中
西
氏

は
四
月
初
頭
よ
り
、「
令
和
」
元
号
の
選
者
と
目
さ
れ
て
お
り
、「
令
和
」

の
「
和
」
か
ら
は
「
十
七
条
の
憲
法
の
第
一
条
「
和
を
も
っ
て
貴
し
と
せ

よ
」
を
思
い
浮
か
べ
ま
す）

12
（

」、「「
令
」
と
は
、「
麗
し
い
」
と
い
う
こ
と

…
…
整
然
と
し
て
価
値
が
高
い
も
の
…
…
麗
し
い
人
に
は
品
格
が
あ
り
ま

す
。
品
格
は
自
然
と
身
に
付
く
も
の
で
、
作
為
的
に
作
れ
な
い
か
ら
こ
そ

尊
い
。
…
…
「
和
」
と
は
「
平
和
」。
し
か
も
「
大
和
」、
日
本
の
こ
と
で

も
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
、「
令
和
」
は
「
麗
し
き
平
和
を
も
つ
日
本
」
と

い
う
意
味
で
す
。
麗
し
く
品
格
を
持
ち
、
価
値
を
自
ず
か
ら
万
国
に
認
め

ら
れ
る
日
本
に
な
っ
て
ほ
し
い
と
い
う
願
い
が
込
め
ら
れ
て
い
ま
す）

13
（

」
と

発
言
し
て
い
る
。

四　

東
ア
ジ
ア
の
『
万
葉
集
』

私
は
日
本
テ
レ
ビ
で
の
解
説
に
続
き
、
N 

H 

K
の
報
道
特
別
番
組
、
読

売
新
聞
・
ジ
ャ
パ
ン
タ
イ
ム
ズ
や
複
数
の
ラ
ジ
オ
番
組
の
電
話
イ
ン
タ
ビ

ュ
ー
に
お
い
て
、
手
元
に
あ
っ
た
新
日
本
古
典
文
学
大
系
（
岩
波
書
店
）

及
び
新
日
本
古
典
文
学
全
集
（
小
学
館
）
な
ど
の
『
万
葉
集
』
の
注
釈
書

を
も
と
に
そ
の
出
典
の
持
つ
意
義
に
つ
い
て
述
べ
た
。
そ
れ
に
つ
い
て
も

言
葉
が
足
り
な
か
っ
た
と
こ
ろ
を
補
い
つ
つ
、
書
い
て
お
く
。

「
令
和
」
元
号
の
出
典
と
な
っ
た
の
は
「
梅
花
の
歌
三
十
二
首
」
に
付
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さ
れ
た
「
序
」
で
あ
り
、
こ
れ
は
漢
文
で
書
か
れ
て
い
る
。『
万
葉
集
』

は
前
述
し
た
よ
う
に
、
和
歌
の
説
明
と
し
て
歌
で
は
な
い
文
章
が
か
な
り

含
ま
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
立
派
な
漢
文
に
よ
り
書
か
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。「

梅
花
の
歌
」
は
天
平
二
年
（
七
三
〇
）、
大
宰
帥
で
あ
っ
た
大
伴
旅
人

の
邸
宅
で
九
州
各
地
の
官
僚
た
ち
を
集
め
て
行
わ
れ
た
「
梅
花
の
宴
」
で

詠
ま
れ
た
歌
を
ま
と
め
た
も
の
で
、「
序
」
は
こ
の
一
連
の
歌
が
詠
ま
れ

た
経
緯
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
旅
人
邸
は
伝
承
で
は
現

在
の
坂
本
八
幡
宮
と
さ
れ
る
が
、
そ
の
場
所
に
つ
い
て
は
議
論
が
あ
る）

14
（

。

既
に
江
戸
時
代
の
国
学
者
で
あ
る
契
沖
の
『
萬
葉
代
匠
記
』
に
、
こ
の

「
序
」
は
中
国
・
東
晋
の
王
羲
之
が
三
月
三
日
、
上
巳
の
祓
の
際
に
宴
を

行
い
、
友
人
た
ち
と
詩
を
読
み
あ
っ
た
こ
と
を
記
し
た
『
蘭
亭
序
』
を
も

と
に
し
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
更
に
『
蘭
亭
序
』
に
は
該
当
す
る
言

葉
が
な
い
「
初
春
の
令
月
に
し
て
、
気
淑
く
風
和
ぐ
」
の
部
分
は
、
梁
の

昭
明
太
子
の
『
文
選
』
に
収
め
ら
れ
た
後
漢
の
張
衡
「
帰
田
賦
」
に
あ
る

「
仲
春
令
月
、
時
和
し
気
清
し
」
を
も
と
に
し
て
い
る
こ
と
も
契
沖
が
述

べ
て
い
る
。

そ
の
意
味
で
は
、
広
い
意
味
で
の
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
漢
字
文
化
圏
に

属
す
る
作
品
で
あ
り
、
漢
籍
か
ら
選
ぶ
と
い
う
従
来
の
元
号
案
と
も
決
し

て
断
絶
は
し
て
い
な
い
と
い
え
よ
う
。

一
部
で
は
、
こ
の
よ
う
に
中
国
の
古
典
を
踏
ま
え
た
表
現
を
「
コ
ピ

ー
」
と
評
す
る
向
き
も
あ
る
よ
う
だ
が
、
当
時
の
文
学
で
は
、
先
行
す
る

作
品
を
踏
ま
え
て
、
そ
れ
を
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
が
高
度
な
表
現
技
法
と

考
え
ら
れ
て
い
た
。『
蘭
亭
序
』
や
「
帰
田
賦
」
自
体
も
、
先
行
す
る
文

章
を
踏
ま
え
て
言
葉
を
選
ん
で
い
る
と
こ
ろ
が
存
在
す
る
。

こ
の
「
序
」
を
記
し
た
の
は
大
伴
旅
人
か
山
上
憶
良
、
あ
る
い
は
そ
の

周
辺
の
人
物
と
推
測
さ
れ
て
い
る
。
山
上
憶
良
は
、
大
宝
元
年
（
七
〇

一
）、
中
国
に
「
日
本
」
国
号
を
認
め
さ
せ
た
粟
田
真
人
の
遣
唐
使
に
同

行
し
て
お
り
（
粟
田
氏
と
山
上
氏
は
同
祖
関
係
に
あ
っ
た
と
さ
れ
る
）、

そ
の
帰
国
時
に
、

い
ざ
子
ど
も　

早
く
日
本
へ　

大
伴
の　

御
津
の
浜
松　

待
ち
恋
ひ

ぬ
ら
む

と
詠
ん
だ
人
物
で
あ
る）

15
（

。
吉
田
孝
氏
は
、
こ
の
「
日
本
」
が
従
来
「
や
ま

と
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
、
日
本
国
号
を
認
め
ら
れ
た
喜
び

を
表
し
た
も
の
で
「
に
ほ
ん
」
と
詠
ま
な
け
れ
ば
「
憶
良
が
か
わ
い
そ
う

だ
」
と
述
べ
て
い
る）

16
（

。
ま
た
、
大
伴
旅
人
と
同
族
の
大
伴
古
麻
呂
は
、
天

平
勝
宝
四
年
（
七
五
二
）
の
遣
唐
使
に
副
使
と
し
て
参
加
し
、
朝
賀
の
儀

式
で
の
席
次
が
低
い
こ
と
を
唐
の
役
人
に
抗
議
し
て
、
改
め
さ
せ
て
い

る）
17
（

。
い
ず
れ
も
、
中
国
文
化
の
影
響
を
同
時
代
に
お
い
て
最
も
強
く
受
け

な
が
ら
、
唐
帝
国
の
威
光
に
臆
す
る
こ
と
な
く
、
主
張
す
る
べ
き
こ
と
は

主
張
し
得
た
人
物
で
あ
る
。
当
時
の
東
ア
ジ
ア
世
界
は
、
渤
海
国
が
勢
力

を
伸
ば
し
、
神
亀
四
年
（
七
二
七
）
に
は
日
本
に
も
使
者
を
派
遣
し
て
お
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り
、
白
村
江
の
戦
い
以
降
の
国
際
関
係
の
再
編
成
が
行
わ
れ
、
緊
張
が
高

ま
っ
て
い
た
。
そ
の
よ
う
な
中
で
、
大
宰
府
に
派
遣
さ
れ
た
旅
人
も
、
誇

り
高
き
武
人
で
あ
る
と
と
も
に
、
唐
や
新
羅
を
相
手
に
し
て
も
臆
さ
な
い

教
養
人
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
「
序
」
も
単
に
中
国
の
文
学
を
引

き
写
し
た
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
、
中
国
の
先
行
作
品
を
も
と

に
、
唐
の
文
人
に
も
負
け
な
い
も
の
を
書
こ
う
と
い
う
心
意
気
で
書
か
れ

た
も
の
と
推
測
で
き
る
。

な
お
、
こ
の
「
序
」
も
含
め
て
巻
五
に
は
大
伴
旅
人
・
山
上
憶
良
を
中

心
と
し
た
「
筑
紫
歌
壇
」
の
歌
が
多
く
収
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
中
に

「
倭
歌
に
漢
文
の
序
を
あ
わ
せ
る
形
を
と
っ
て
い
る
」
も
の
が
多
く
含
ま

れ
、「
こ
う
い
う
形
式
は
…
…
旅
人
が
は
じ
め
て
試
み
た
も
の
で
あ
っ
た）

18
（

」

と
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
興
味
深
い
。
い
わ
ば
日
本
の
歌
と
中
国
の
文

を
あ
わ
せ
て
一
つ
の
文
学
作
品
と
す
る
か
た
ち
が
模
索
さ
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
「
序
」
も
含
め
て
『
万
葉
集
』
に
は
「
梅
」
を
詠
む

歌
が
多
く
、『
古
今
和
歌
集
』
以
降
は
「
桜
」
が
多
く
な
る
。
こ
れ
に
よ

り
「
和
風
化
」
が
進
ん
だ
と
さ
れ
る
が
、
そ
の
後
も
実
際
に
は
「
梅
」
が

詠
ま
れ
続
け
る
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
「
古
い
文
化
も
大
切
に
残
し
な
が

ら
、
新
し
い
文
化
も
取
り
入
れ
て
両
者
の
長
所
を
可
能
な
限
り
生
か
す
」

「
和
魂
漢
才
」
的
な
性
格
を
読
み
取
る
研
究
者
も
い
る）

19
（

。『
万
葉
集
』
五
巻

に
含
ま
れ
る
旅
人
・
憶
良
の
歌
の
多
く
は
、
そ
の
よ
う
な
「
和
漢
」
を
並

列
す
る
あ
り
方
を
示
す
も
の
と
い
え
よ
う
。

ち
な
み
に
、
近
年
で
は
、
菅
原
道
真
が
遣
唐
使
を
廃
止
し
、
中
国
文
化

の
影
響
か
ら
脱
し
た
の
で
国
風
文
化
が
発
展
し
た
、
と
い
う
よ
う
な
歴
史

観
は
ほ
ぼ
克
服
さ
れ
て
い
る
。
遣
唐
使
廃
止
以
前
か
ら
、
す
で
に
使
節
の

往
来
は
な
く
な
っ
て
お
り
、
逆
に
民
間
商
船
の
往
来
は
こ
れ
以
前
も
以
後

も
多
く
行
わ
れ
て
い
た）

20
（

。
こ
の
こ
と
か
ら
、「
国
風
文
化
」
と
い
う
概
念

そ
の
も
の
を
否
定
す
る
説
も
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
唐
滅
亡
後
も
民
間
商

船
の
往
復
は
あ
っ
た
が
、
そ
こ
で
日
本
が
重
視
し
た
の
は
「
唐
」
文
化
で

あ
り
、
そ
れ
以
降
の
中
国
文
化
は
重
視
さ
れ
な
か
っ
た
。
そ
の
一
方
で
、

貴
族
た
ち
が
「
倭
の
国
の
中
に
、
…
…
見
い
だ
し
、
愛
好
す
る
よ
う
に
な

っ
た
（
和
歌
な
ど
の
）
倭
の
世
俗
文
化
が
、
九
世
紀
末
以
降
、
天
皇
た
ち

に
よ
っ
て
高
く
評
価
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
唐
文
化
と
並
ぶ
、
い
ま
一
つ

の
貴
族
文
化
の
柱
と
な
っ
て
い
っ
た
」「
分
野
に
よ
っ
て
は
、
唐
文
化
と

倭
の
世
俗
文
化
と
が
さ
ら
に
交
渉
し
、
融
合
の
度
を
深
め
て
い
く
」
と

し
、
こ
れ
を
「
国
風
文
化
」
と
呼
ぶ
べ
き
と
す
る
見
解
も
出
さ
れ
て
い

る）
21
（

。
こ
の
見
解
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
和
歌
と
漢
文
を
並
列
す
る
旅
人
・

憶
良
の
作
品
は
「
国
風
文
化
」、
あ
る
い
は
「
和
魂
漢
才
」
の
遠
い
淵
源

と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

五　

未
採
用
年
号
案
と
の
比
較
か
ら

今
回
、
更
に
驚
い
た
の
は
、「
令
和
」
発
表
後
、
数
日
で
、
提
出
さ
れ

た
が
未
採
用
と
な
っ
た
年
号
案
が
報
道
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
も
翌
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日
、
日
本
経
済
新
聞
お
よ
び
N 

H 

K
の
ニ
ュ
ー
ス
ウ
オ
ッ
チ
9
、
テ
レ
ビ

朝
日
の
報
道
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
に
電
話
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
答
え
た
内
容
を
も

と
に
、
述
べ
て
お
き
た
い
。

最
終
的
に
「
久
化
」「
万
保
」「
万
和
」「
英
弘
」「
広
至
」、
そ
し
て

「
令
和
」
が
有
識
者
懇
談
会
と
閣
議
で
示
さ
れ
た
わ
け
だ
が
、
こ
れ
は
、

各
社
の
報
道
に
よ
れ
ば
、

（
ア
）「
久
化
」「
万
保
」「
万
和
」　

漢
籍
が
出
典

（
イ
）「
英
弘
」「
広
至
」「
令
和
」　

国
書
が
出
典

に
分
か
れ
る
と
い
う
。

こ
の
う
ち
、（
ア
）
は
か
つ
て
提
出
さ
れ
た
こ
と
の
あ
る
未
採
用
年
号

で
あ
る
。
森
本
角
蔵
氏
の
労
作
『
日
本
年
号
大
観
』
に
よ
れ
ば
「
久
化
」

は
一
回
、「
万
保
」
は
八
回
、「
万
和
」
は
十
四
回
候
補
と
な
っ
て
い
る）

22
（

。

一
方
、
国
書
に
基
づ
く
「
英
弘
」「
広
至
」「
令
和
」
は
、
使
わ
れ
た
こ
と

の
あ
る
文
字
（
弘
・
至
・
和
）
と
、
使
わ
れ
た
こ
と
の
な
い
文
字
（
英
・

広
・
令
）
を
組
み
合
わ
せ
る
と
い
う
か
た
ち
で
、「
昭
和
」「
平
成
」
の
伝

統
を
く
ん
で
い
る
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。

そ
の
後
の
報
道
に
よ
れ
ば
、「
久
化
」
は
『
易
経
』、「
万
保
」
は
『
詩

経
』
が
典
拠
で
提
出
し
た
の
は
中
国
哲
学
の
宇
野
茂
彦
氏
（
中
央
大
学
名

誉
教
授
、
東
京
大
学
名
誉
教
授
宇
野
哲
人
氏
の
孫
、
同
宇
野
精
一
氏
の

子
）、「
万
和
」
は
『
史
記
』
の
「
五
帝
本
紀
」
が
典
拠
で
提
出
し
た
の
は

漢
文
学
の
石
川
忠
久
氏
（
元
二
松
学
舎
大
学
学
長
）
と
さ
れ
て
い
る）

23
（

。

そ
れ
を
も
と
に
改
め
て
『
日
本
年
号
大
観
』
や
報
道
の
際
の
研
究
者
の

コ
メ
ン
ト
、
国
文
学
研
究
資
料
館
特
別
展
示
「「
令
和
」
の
時
代
」
解
説

（
同
館
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
掲
載
）
な
ど
を
参
照
す
る
と
、「
久
化
」
は
、『
易

経
』（
第
三
十
二
卦
・
恒
・「
雷
風
恒
」・
震
上
巽
下
）
に
「
聖
人
は
其
の

道
に
久
し
く
し
て
天
下
化
成
す
。」、『
万
保
』
は
『
詩
経
』（
毛
詩
、
小

雅
・
瞻
彼
洛
矣
）
の
「
君
子
万
年
、
其
の
家
邦
を
保
つ
」、「
万
和
」
は

『
史
記
』「
五
帝
本
紀
」
に
み
え
る
「
万
国
和
ぐ
、
而
し
て
鬼
神
・
山
川
の

封
禅
は
与
（
ゆ
る
）
し
て
多
な
り
と
為
す
」
か
ら
採
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ

る）
24
（

。
出
典
と
な
る
古
典
は
、
漢
籍
の
中
で
も
し
ば
し
ば
年
号
の
出
典
と
な

っ
て
き
た
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
も
の
で
あ
る
。

一
方
、
日
本
の
古
典
か
ら
と
ら
れ
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
同
じ
く
報
道

に
よ
る
と
「
英
弘
」
は
『
古
事
記
』、「
広
至
」
は
『
日
本
書
紀
』
と
『
続

日
本
紀
』
が
典
拠
で
、
宇
野
茂
彦
氏
が
提
出
、
そ
し
て
「
令
和
」
は
『
万

葉
集
』
で
国
文
学
者
の
中
西
進
氏
（
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
名
誉

教
授
）
が
提
出
し
た
と
さ
れ
る
（
前
掲
報
道
な
ど
）。
こ
の
ほ
か
、
提
出

さ
れ
た
が
最
終
候
補
ま
で
残
ら
な
か
っ
た
も
の
に
東
京
大
学
名
誉
教
授

で
、
東
洋
史
の
池
田
温
氏
と
国
文
学
の
某
碩
学
（
氏
名
未
詳
）
が
提
出
し

た
も
の
が
あ
っ
た
と
い
う
。
な
お
、
実
務
担
当
者
と
し
て
こ
れ
ら
各
学
界

の
大
家
に
元
号
案
の
提
出
を
依
頼
し
、
と
り
ま
と
め
を
行
っ
た
の
は
二
松

学
舎
大
学
大
学
院
で
宇
野
精
一
氏
の
指
導
を
受
け
た
国
立
公
文
書
館
公
文

書
研
究
官
の
尼
子
昭
彦
氏
（
故
人
）
と
、
中
央
大
学
大
学
院
で
宇
野
茂
彦



65 元号制度の来歴と新元号「令和」の意義

氏
の
指
導
を
受
け
た
国
立
公
文
書
館
公
文
書
研
究
官
の
土
屋
裕
史
氏
（
現

在
は
内
閣
官
房
の
専
任
）
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る）

25
（

。

こ
れ
ら
の
年
号
の
出
典
と
し
て
は
、「
英
弘
」
は
、
太
安
麻
呂
に
よ
る

と
さ
れ
る
『
古
事
記
』
の
序
文
に
天
武
天
皇
の
業
績
を
た
た
え
、「
英
風

を
敷
き
、
以
て
国
に
弘
む
」、
即
ち
す
ぐ
れ
た
教
化
が
国
に
広
が
っ
て
い

る
と
記
し
た
部
分
か
ら
、
ま
た
「
広
至
」
は
、『
日
本
書
紀
』
欽
明
天
皇

三
十
一
年
四
月
乙
酉
条
に
、
漂
流
民
を
助
け
た
地
方
の
豪
族
の
行
動
に
つ

い
て
、「
徽
猷
広
く
被
ら
し
め
て
、
至
徳
魏
々
た
り
」、
つ
ま
り
、
遠
方
か

ら
人
が
や
っ
て
き
て
、
し
か
も
そ
の
命
が
助
か
っ
た
こ
と
は
良
い
政
治
が

広
く
こ
の
国
を
お
お
い
、
天
皇
の
徳
が
高
き
に
至
っ
て
い
る
こ
と
を
示
す

も
の
だ
、
と
天
皇
が
述
べ
ら
れ
た
と
い
う
と
こ
ろ
と
『
続
日
本
紀
』
養
老

二
年
（
七
一
九
）
年
十
二
月
丙
寅
条
に
あ
る
、
大
赦
に
際
し
て
「
広
く
至

道
を
開
き
遙
か
に
淳
風
を
扇
ぎ
て
…
…
」、
つ
ま
り
広
く
も
っ
と
も
よ
い

道
を
示
し
、
は
る
か
遠
く
ま
で
、
正
し
く
純
朴
な
風
俗
を
広
め
て
、
と
い

う
元
正
女
帝
の
詔
か
ら
採
用
さ
れ
た
と
推
測
さ
れ
て
い
る
。

い
ず
れ
も
、
新
時
代
の
理
想
と
す
る
の
に
ふ
さ
わ
し
い
言
葉
と
出
典
で

あ
る
。
し
か
し
「
令
和
」
が
文
化
的
色
彩
を
強
め
て
い
る
の
に
対
し
、
そ

の
ほ
か
の
元
号
案
は
漢
籍
・
国
書
い
ず
れ
も
、
従
来
の
元
号
と
同
様
の
政

治
的
な
理
想
を
示
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
違
い
が
あ
る
よ
う
に
思
う
。
あ
る

い
は
そ
こ
に
、
ゆ
る
や
か
な
文
化
的
結
合
の
も
と
に
、
世
界
と
自
然
と
の

調
和
を
目
指
し
て
い
く
、
新
時
代
の
理
想
と
い
う
も
の
が
示
さ
れ
て
い
る

の
か
も
し
れ
な
い
。
こ
れ
も
ま
た
、
新
し
い
先
例
と
し
て
、
今
後
継
承
さ

れ
て
い
く
こ
と
で
あ
ろ
う
。

注（
1
）　

元
号
制
度
の
来
歴
に
つ
い
て
は
所
功
・
久
禮
旦
雄
・
吉
野
健
一
『
元
号　

年
号
か
ら
み
た
日
本
史
』（
文
春
新
書
、
平
成
三
十
年
）
を
参
照
。
個
別
の
年

号
（
元
号
）
に
つ
い
て
は
所
功
編
『
日
本
年
号
史
大
事
典
』（
雄
山
閣
、
平
成

二
十
五
年
）、
所
功
・
久
禮
旦
雄
・
吉
野
健
一
『
元
号
読
本　
「
大
化
」
か
ら

「
令
和
」
ま
で
全
2 

4 

8
年
号
の
読
み
物
事
典
』（
創
元
社
、
令
和
元
年
）
を
参

照
さ
れ
た
い
。

（
2
）　

初
期
の
日
本
年
号
に
つ
い
て
は
久
禮
旦
雄
「
元
号
の
は
じ
ま
り
」『
京
都

産
業
大
学
日
本
文
化
研
究
所
紀
要
』
二
四
（
平
成
三
十
一
年
）
参
照
。

（
3
）　

現
在
、
森
鷗
外
『
元
号
通
覧
』（
講
談
社
学
術
文
庫
、
令
和
元
年
）
と
し

て
刊
行
さ
れ
て
い
る
。

（
4
）　

田
崎
史
郎
「
安
倍
官
邸
「
新
元
号
」
決
定
ま
で
の
全
内
幕
」『
文
藝
春
秋
』

令
和
元
年
六
月
号
（
令
和
元
年
）、
毎
日
新
聞
「
代
替
わ
り
」
取
材
班
『
令
和

改
元
の
舞
台
裏
』（
毎
日
新
聞
出
版
、
令
和
元
年
）、
日
本
テ
レ
ビ
政
治
部
『
ド

キ
ュ
メ
ン
ト
「
令
和
」
制
定
』（
中
公
新
書
ラ
ク
レ
、
令
和
元
年
）、
読
売
新
聞

政
治
部
『
令
和
誕
生　

退
位
・
改
元
の
黒
衣
た
ち
』（
新
潮
社
、
令
和
元
年
）、

朝
日
新
聞
政
治
部
編
『
秘
録
退
位
改
元　

官
邸
vs
宮
内
庁
の
攻
防
1 

0 

0 

0

日
』（
朝
日
新
聞
出
版
、
令
和
元
年
）
な
ど
。
ま
た
大
島
信
生
・
久
禮
旦
雄
・

遠
藤
慶
太
「
座
談
会
・
新
元
号
「
令
和
」
を
め
ぐ
っ
て
」『
皇
学
館
論
叢
』
52
│

3
（
二
〇
一
九
）
も
参
照
。

（
5
）　
『
朝
日
新
聞
』
平
成
三
十
一
年
四
月
三
日
報
道
な
ど
。

（
6
）　

読
売
新
聞
政
治
部
編
『
平
成
改
元
』（
行
研
、
平
成
元
年
）、
前
掲
『
元
号　

年
号
か
ら
み
た
日
本
史
』。

（
7
）　

前
掲
『
平
成
改
元
』。
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（
8
）　

所
功
『
増
補
版　

年
号
の
歴
史
』（
雄
山
閣
出
版
、
平
成
元
年
）、
前
掲

『
日
本
年
号
史
大
事
典
』、
前
掲
『
元
号　

年
号
か
ら
読
み
解
く
日
本
史
』。

（
9
）　
『
毎
日
新
聞
』
平
成
三
十
一
年
四
月
三
日
報
道
な
ど
。

（
10
）　

廣
池
千
九
郎
『
東
洋
法
制
史
序
論
』（
早
稲
田
大
学
出
版
会
、
明
治
三
十

八
年
）。

（
11
）　

中
西
進
「
国
づ
く
り
と
『
万
葉
集
』」
同
『
う
た
う
天
皇
』（
白
水
社
、
平

成
二
十
三
年
）。

（
12
）　
『
読
売
新
聞
』
令
和
元
年
四
月
十
七
日
、『
朝
日
新
聞
』
令
和
元
年
五
月
四

日
に
も
同
趣
旨
の
発
言
。

（
13
）　

中
西
進
「
令
和
と
は
「
う
る
わ
し
き
大
和
」
の
こ
と
で
す
」『
文
藝
春
秋
』

令
和
元
年
六
月
号
（
令
和
元
年
）。

（
14
）　

西
谷
正
「
大
宰
府
研
究
の
現
在　

万
葉
集
と
考
古
学
」『
上
代
文
学
』
一

〇
七
（
平
成
二
十
三
年
）。

（
15
）　
『
万
葉
集
』
巻
一
。

（
16
）　

吉
田
孝
『
日
本
の
誕
生
』（
岩
波
新
書
、
平
成
九
年
）。

（
17
）　
『
続
日
本
紀
』
天
平
勝
宝
六
年
正
月
丙
寅
条
。

（
18
）　

伊
藤
博
『
萬
葉
の
あ
ゆ
み
』（
塙
新
書
、
昭
和
五
十
八
年
）。

（
19
）　

所
功
「
和
魂
漢
才
の
英
知
」『
日
本
歴
史
再
考
』（
講
談
社
学
術
文
庫
、
平

成
十
年
）。

（
20
）　

河
添
房
江
『
唐
物
の
文
化
史
│
舶
来
品
か
ら
み
た
日
本
』（
岩
波
新
書
、

平
成
二
十
六
年
）。

（
21
）　

佐
藤
全
敏
「
国
風
と
は
何
か
」
鈴
木
靖
民
他
編
『
日
本
古
代
交
流
史
入

門
』（
勉
誠
出
版
、
平
成
二
十
九
年
）。

（
22
）　

森
本
角
蔵
『
日
本
年
号
大
観
』（
目
黒
書
店
、
昭
和
八
年
）。

（
23
）　

共
同
通
信　

令
和
元
年
八
月
五
日
配
信
記
事
、
前
掲
『
令
和
改
元
の
舞
台

裏
』、
前
掲
『
ド
キ
ュ
メ
ン
ト
「
令
和
」
制
定
』、
前
掲
『
令
和
誕
生
』。

（
24
）　

国
文
学
研
究
資
料
館　

公
式
サ
イ
ト
「
令
和
の
時
代
」
展
示
解
説　

https://w
w

w
.nijl.ac.jp/event/tokusetsu/2019/05/2019reiw

a.htm
l

（
25
）　

前
掲
『
令
和
改
元
の
舞
台
裏
』。


